
 

様式 C-19 

科学研究費補助金研究成果報告書 

 

平成２２年 ６月 １５日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

研究成果の概要（和文）：経済的誘因による違法行為を抑止するためには、違法行為により得た

利益を剥奪するとともに、それに上乗せした金銭的制裁を科すことが有効であるため、独占禁

止法、金融商品取引法、公認会計士法で導入されている課徴金制度の制裁的性格を強め、より

多くの分野に拡充していく必要があることが明らかになった。また、公文書管理の実効性を確

保するため、文書のライフサイクル全体を通じたコンプライアンス確保機能を持った組織を設

けることが重要であることが明らかになった。 

 
 
研究成果の概要（英文）：In order to deter illegal acts caused by economic greed, it is 

effective to excoriate profits gained contrary to law and impose monetary penalty beyond  

that. Thus, it has become evident that surcharges used in the Anti-monopoly Law, 

Financial Instruments Exchange Law, Certified Public Accountants Law be reinforced and  

utilized in more diversified areas. Also, to make sure that management of public documents 

be effective, it has become clear that an organization which oversees compliance 

throughout the total lifecycle of documents is vital. 

 
 

交付決定額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2007 年度 1,300,000 390,000 1,690,000 

2008 年度 1,100,000 330,000 1,430,000 

2009 年度 1,000,000 300,000 1,300,000 

年度    

  年度    

総 計 3,400,000 1,020,000 4,420,000 

 
 

研究分野：社会科学 

科研費の分科・細目：法学・公法学 

キーワード：法執行・実効性・課徴金・行政代執行・行政上の強制徴収 

 

１．研究開始当初の背景 

公法学界において、かつては、違法または不

当な行政権の行使を抑止して、国民の権利を

擁護することが、行政法学の主たる任務と考

えられていた。このことは今日でも変わらな

いが、深刻な公害問題、消費者問題等を契機
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として、弱い立場にある国民を保護するため

に、行政が規制を行うことの重要性が認識さ

れるようになった。すなわち、規制権限の行

使の名宛人と行政庁という二面関係でのみ

問題をとらえるのではなく、規制権限の受益

者も含めた三面関係で問題を把握すれば、違

法な行政作用の抑止にとどまらず、行政上の

実効性の確保もそれにとどまらず重要な課

題であるという認識が広まりつつある状況

があった。とりわけ、最高裁平成 14年 7月 9

日判決民集 56巻 6 号１１３４頁が、「国また

は地方公共団体が専ら行政権の主体として

国民に対して行政上の義務の履行を求める

訴訟は、法規の適用の適正ないし一般公益の

保護を目的とするものであって裁判所法 3条

1 項にいう法律上の争訟に当たらず、これを

認める特別の規定もないから、不適法であ

る」と判示をしたため、 

 地方公共団体にとって、行政上の実効性確

保のために当事者訴訟または民事訴訟を提

起することが認められないこととなり、実効

性確保の問題が深刻な課題になっていた。ま

た、2005年の独占禁止法改正により、課徴金

制度が不当利得の剥奪を超えて金銭的制裁

を科すことにより違法行為を抑止する性格

のものとされたことにより、「課徴金＝不当

利得の剥奪」とするドグマが崩れ、課徴金に

より不当利得の剥奪を超える経済的ディス

インセンティブを科す仕組みとして、その適

用範囲を大幅に拡充することが展望できる

ようになっていた。          

 

２．研究の目的 

 行政上の実効性を確保するための法制度

のあり方、とりわけ課徴金制度による行政上

の実効性確保を研究することを目的とする。 

課徴金制度は、元来、違法に得た利益を剥奪

するものとして独占禁止法で導入されたも

のであるが、2005年の独占禁止法改正により、

不法利得の剥奪を超える制裁金として位置

づけられた。かかる制度が、経済的な誘引で

行われる違法行為を抑止するために実効性

を持つためには、どのような制度設計が必要

か、また、二重処罰の禁止という憲法３９条

との関係、比例原則との関係についても検討

する。 

 さらに、より広く法的整合性の確保の問題

の一環として、実効性確保の問題を位置づけ

る。すなわち、法的整合性の確保は、これま

で主として、違法または不当な作為を抑止す

ることと認識されてきたが、違法または不当

な不作為も、法的整合性が欠如している状態

とみることができる。国民の権利利益を保護

するための規制権限を付与されているにも

かかわらず、それが実効的に行使されていな

い状態は、法的整合性が確保されていない状

態といえる。そこで、なぜ、規制権限が不十

分にしか行使されないかを考えると、その１

つの要因として、多様な事案の性質に適合し

た実効的な法的手段が欠けていることがあ

るのではないかという疑問に逢着する。一例

を挙げれば、営業免許の取消しや停止も、実

効性確保の仕組みと位置づけることが可能

であるが、この手法は、従業員の解雇、取引

先の喪失、債務不履行による損害賠償責任の

発生等、そのマイナスの影響が大きいため、 

容易には発動できず、比例原則に抵触しない

かを慎重に考慮する必要がある。そのため、

多くの場合、法的強制力のない行政指導に頼

らざるを得なくなり、実効性欠如の問題が生

ずることになる。 

 そこで、営業免許の取消しや停止のような

ドラスティックな手段ではなく、経済的なデ

ィスインセンティブであって、行政上の秩序

罰とは異なり、違法行為を抑止するに足るだ

けの額の制裁金を科すことにより、行政にと

って使い勝手がよく、かつ、実効性も伴った

法的手段を用意できることになるのではな

いかと考えられる。 

 本研究は、このような観点から、事案に応

じて柔軟に課すことができ、比例原則に違反

せず、かつ、実効性を持った法的仕組みを考

察することを目的とする。 

 また、その際に、二重処罰の禁止に違反し

ないよう、全体として比例原則に違反しない

ような調整の仕組みについても考察する。 

 

３．研究の方法 

 比較法的研究、従前の行政上の実効性確保

に関する文献調査等を通じて、現状の課題を

見出し、それへの解決策を提言する。具体的

には、アメリカ、ドイツ、フランスにおける

実効性確保の法的仕組みについて研究し、わ

が国にも応用できる法制度および法理論を

明らかにする方法を採用した。具体的には、

アメリカの民事罰（civil penalty)、ドイツ

の秩序違反法、フランスのアストラント等に

ついて研究を行った。 

 また、地方公共団体が条例で導入した実効

性確保手段について、鹿児島大学の条例デー

タベース等を活用して調査し、他の地方公共

団体においても活用可能なものを探求した。 

 具体的には、地方公共団体において、タバ

コのポイ捨て禁止条例の実効性確保のため

に導入された過料制度等、不法係留されたプ

レジャーボート対策として導入された直接



 

 

強制の仕組み等について考察した。 

 さらに、近年、民事執行法の分野で、民事

執行の実効性確保のための重要な改正が行

われているので、それについて研究し、わが

国の行政代執行等の改正のあるべき姿につ

いて考察した。 

 また、実効性確保を、より広い法的整合性

確保の仕組みの一環としてとらえて、実効性

確保の座標を定位するために、法的整合性の

確保について、主として地方公共団体におけ

る最近の動向を踏まえて、考察した。そして、

大きな問題を抱えている公文書管理の領域

を主たる素材として、コンプライアンスを確

保して、公文書管理に関する規律の実効性を

確保するためには、どのような措置が必要か

について研究した。 

 

４．研究成果 

 独占禁止法については２００５年の法改

正により、不当利得の剥奪という従前の立場

を公正取引委員会が放棄し、それに上乗せし

た不利益を課す制裁金という立場をとるよ

うになったが、その後、２００９年の同法改

正でその立場は一層明確になった。金融商品

取引法の課徴金についても、２００４年に不

当利得が明確でない継続開示違反に課徴金

制度が導入され、２００８年には反復違反者

への加算と自己申告者への減算制度が導入

されたことにより、課徴金の制裁金的性格は

かなり顕著になったといえる。比例原則に反

しない限り、かかる制裁金としての課徴金制

度は違憲ではなく、経済的誘因による違法行

為を抑止するためには、不可欠な法執行のた

めの制度であるといえ、他の法分野において

も広く活用されるべきである。その結果、わ

が国において、行政上の実効性確保手法が狭

く限定されていること、金銭的なディスイン

センティブを用いた実効性確保手法が未発

達であることが明らかになり、わが国におけ

る行政上の実効性確保方策を強化する上で

の最大の課題は、金銭的なディスインセンテ

ィブを用いた手法の拡充であることについ

て確信を持つことができた。 

 

 除却命令制度がほとんど機能しない建築

行政の分野においては、罰則を用いるより

も、違法建築により生じた経済的利益を換算

し、それに上乗せした金額を課徴金として課

すこととし、課徴金の納付を完了検査の要件

とすることが有効ではないかと考えられる。

どの程度の上乗せが適当かについてまで詰

めることはできなかったが、課徴金制度を大

幅に拡充する余地があることを明らかにで

きたことは収穫であった。 

 また、公文書管理の分野で実効性を確保す

るためには、文書の作成→整理→現用文書と

しての利用→移管または廃棄→移管された

文書の整理→利用という文書のライフサイ

クル全体を通じた実効性確保の仕組みが不

可欠であり、現用文書と非現用文書について

所掌機関を異にするセグメント方式ではな

く、両者を包括的に管理するオムニバス方式

が適切であり、文書のライフサイクル全体の

コンプライアンスを確保するための総括管

理機関を設けることが重要である。 
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